
 (5)　障害児支援

①　現状と今後の方向性

②　第４期計画期間の実績及び新たな計画期間の見込み

 　ア 障害児通所支援

 　(ア) 児童発達支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量 【人・日/月】 5,327 6,596 6,543 6,795 7,056 7,326

【人/月】 610 700 727 755 784 814

※平成２９年度分は見込み

　 (イ) 医療型児童発達支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量 【人・日/月】 663 794 660 660 660 660

【人/月】 59 60 55 55 55 55

※平成２９年度分は見込み

　 (ウ) 放課後等デイサービス

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量 【人・日/月】 25,653 30,564 30,324 31,296 32,304 33,348

【人/月】 2,138 2,448 2,527 2,608 2,692 2,779

※平成２９年度分は見込み

区分

第４期計画期間の実績

区分
新たな計画期間の見込み

　「障害児支援」のうち障害児通所支援は、平成24年4月の児童福祉法改正により開始された
サービスで、このうち児童発達支援と放課後等デイサービスについては、事業者参入が進み、
利用者数及びサービス利用量ともに急速に増加している状況にあります。また、保育所等訪問
支援については、こども療育センター等に専門スタッフを配置し、平成27年度からサービスを
開始し、利用者数等が増加しています。
　障害児入所支援については、平成24年4月の児童福祉法改正により、重度・重複障害等への
対応を図るほか、自立（地域生活移行）のための支援を充実することを目的に、サービス体系
が再編されたもので、利用者数はほぼ横ばいとなっています。
　障害児相談支援については、対象となる障害児通所支援の利用者数の増加に伴い、利用者数
が伸びています。
　このように、サービス利用量が急速に増加している事業があることから、引き続きサービス
の質の確保と提供体制の強化に取り組みます。

新たな計画期間の見込み

　未就学の障害児に対して、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、
その他必要な支援を実施

利用者数

区分

　就学中の障害児に対して、授業の終了後又は学校休業日に、施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な
訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を実施

第４期計画期間の実績

【単位】 

　肢体不自由があり、機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な障害児に対し、日常生活における基本的動
作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等及び治療を実施

【単位】 

利用者数

新たな計画期間の見込み

【単位】 

第４期計画期間の実績

利用者数
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　 (エ) 保育所等訪問支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量 【人・日/月】 50 52 53 56 59 62

【人/月】 46 51 53 56 59 62

※平成２９年度分は見込み

　 (オ) 居宅訪問型児童発達支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量 【人・日/月】 16 16 16

【人/月】 2 2 2

※平成30年度からの新規サービス

 　イ 障害児入所支援

　 (ア) 福祉型児童入所施設

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量（利用者数） 【人/月】 18 17 18 19 20 21

※平成２９年度分は見込み

　 (イ) 医療型児童入所施設

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量（利用者数） 【人/月】 34 35 36 36 36 36

※平成２９年度分は見込み

 　ウ 障害児相談支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【人/月】 177 192 199 206 213 220

※平成２９年度分は見込み

 　エ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【人/年】 1 1 1

※新規項目

新たな計画期間の見込み

サービス量（利用者数）

新たな計画期間の見込み
区分

【単位】 

　障害児入所施設に入所等する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を実施

配置人数

　医療ケア児に対する総合的な支援体制を構築するため、関連分野の支援を調整する相談支援専門員等をコー
ディネーターとして配置

新たな計画期間の見込み

区分 【単位】 
第４期計画期間の実績

　障害児入所施設又は指定医療機関に入所等する障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な
知識技能の付与及び治療を実施

第４期計画期間の実績
【単位】 

【単位】 

　障害児の心身の状況や環境を勘案した障害児支援利用計画の作成や、作成した計画の検証・見直しを実施

新たな計画期間の見込み

区分

第４期計画期間の実績

　保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その
他必要な支援を実施

利用者数

第４期計画期間の実績

第４期計画期間の実績

区分
新たな計画期間の見込み

新たな計画期間の見込み

利用者数

区分 【単位】 

　重度の障害等により外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な支援を実施

区分 【単位】 

第４期計画期間の実績
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